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平成２３年度最上町財務諸表について 
 

 

１．新地方公会計制度について 

 当町では、平成１２年３月に自治省（現総務省）が、地方公共団体における普通会計のバランスシ

ート作成マニュアルを示したのを受け、「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告

書」の様式に基づきその作成・公表に努めて来ました。 

  その後、平成１８年８月に総務省は「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

を策定し、公会計の整備・公表について、団体規模等に応じた目標設定を行いました。都道府県・人

口３万人以上の都市においては平成２１年度、町村・人口３万人未満の都市においては２３年度まで

に対応が求められていました。 

新地方公会計制度においては、基準モデルと総務省方式改訂モデルがあり、当町では決算統計のデ

ータを基本に整備を進める意味から、総務省方式改訂モデルによるものとします。新地方公会計制度

は、自治体の会計手法をより企業会計の考えに近づけることを主眼とし、コスト情報を評価や予算編

成に反映させやすくなると考えられます。 

当町では、平成２１年度に普通会計に係る財務諸表の整備・公表を行い、平成２２年度においては、

普通会計に加え、特別会計、一部事務組合等の関係団体、そして出資している第三セクター等とも連

結した上で、財務諸表の整備・公表を行いました。平成２４年度においても財務諸表の整備・公表を

行い、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」による新地方公会計整備の要請に

応えて行くものです。 

 

整備される財務諸表は以下の通りです。 

① 貸借対照表（バランスシート） 

…借方に資産。貸方に負債と純資産を計上し、貸方に係る資金調達がどのような形で資産形 

成（借方）につながっているのかが表わされています。 

② 行政コスト計算書 

…資産形成につながらない費用が計上されます。行政コストを経常収益で賄って尚不足する 

額は、純資産変動計算書に計上される一般財源や補助金で賄われます。 

③ 純資産変動計算書 

…貸借対照表貸方の純資産における一年間の動きを表しています。 

④ 資金収支計算書 

…貸借対照表借方の流動資産における現金の一年間の動きを表しています。 

 

 新地方公会計制度は、団体資産の多くを占める公共資産の評価をより時価に近づけながら、売却が

可能な資産を抽出することも求めています。 

 そのためには、公共資産の台帳整備に統一した視点と適切な評価が求められるところであり、財務

諸表を精緻化するためにはその作業を急がなければならないと言えます。 

 

２．貸借対照表（バランスシート）について 

 行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書は全て貸借対照表に反映しており、貸借対

照表は財務諸表の集積と言えます。 
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【資産】 

バランスシートの左側「借方」に計上されるのが資産です。資産は一会計年度を越えて、最上町の

経営資源として用いられるものを言います。言い換えれば､将来にわたり公共サービスを提供すること 

が出来る価値、すなわち次世代が受けることのできるサービスの価値であると言えます。これには、

道路、公園、町営住宅、学校などの資産のほか、投資・出資、基金などが計上されています。 

 このうち有形固定資産は､主に道路、公園、学校などの固定資産のことを言います。自治体の予算書、

決算書等と同様に目的別に記載されており、土地以外は一定の基準で減価償却を行った上で計上して

います。 

 

【負債】 

負債は、将来において支払や返済の必要があるものを言います。固定負債と流動負債に分かれます

が、一年以内に支払の期限が到来するものを流動負債、それ以外を固定負債としています。つまり、

地方債（借金）のうち一年以内に償還期限が来るもの（次年度の元金償還額）は流動負債、それ以外

は固定負債になります。 

退職手当引当金は、年度末に職員全員が普通退職したと仮定した場合の支給額を計上しています。 

 

【純資産】 

営利活動を目的としない地方公共団体には、民間企業の「資本」に当たる概念はないので「純資産」

という名称を用いています。 

これは、バランスシートの借方（左側）に計上されている資産のうち、町民から支払われた税金や

国、県からの補助金を財源としていて既に取得している金額、つまり資産のうち地方債（借金）以外

で既に取得している金額を指します。 

 

【一般会計バランスシートから】 

平成２３年度末現在のバランスシートでは、資産合計が 247 億 3,356 万円、負債合計 61 億 5,636

万円、純資産合計 185 億 7,720 万円となっています。 

有形固定資産のうち行政目的別の割合をみると、土木費である生活インフラ・国土保全費が 41.8%、

教育費が 33.7%、農林水産業費・商工費・労働費である産業振興費 10.0%、民生費である福祉費 8.4%

となっています。 

つまり学校施設、道路、公園施設等で 7 割強を占めています。 

 

 

 

（単位：千円、％）

有形固定資産等内訳 資産額 割合

生活インフラ・国土保全 8,975,994 41.8

教育 7,225,750 33.7

福祉 1,803,954 8.4

環境衛生 29,023 0.1

産業振興 2,148,963 10.0

消防 79,516 0.4

総務 1,192,575 5.6

計 21,455,775 100.0
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【一般会計の資産形成度に係る指標】 

《歳入額対資本比率》 

 平成２３年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストッ

クとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、最上町の資産形成の度合いを測る指標です。 

 歳入額対資産比率＝資産合計／歳入総額 

    24,733,559 千円（資産合計）／6,144,454 千円（歳入総額）＝4.0 年 

 

《資産老朽化比率》 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得に対する減価償却累計額の割合を計算することにより、耐用

年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握する指標です。 

 資産老朽化比率＝減価償却累計額／（有形固定資産－土地＋減価償却累計額） 

   21,471,524 千円（減価償却累計額）／｛21,404,300 千円（有形固定資産）－3,569,679 千円 

   （土地）＋21,471,524 千円（減価償却累計額）｝＝54.6％ 

 

【一般会計の世代間公平性に係る指標】 

《純資産比率》 

 地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行います。したがって、

純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動されたことを意味します。例えば、純

資産の減少は、現世代が将来世代にとっても利用可能であった資源を費消して便益を享受する一方で、

将来世代に負担が先送りされたことを意味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって

将来世代も利用可能な資源を蓄積したものと言えます。 

 純資産比率＝純資産総額／資産総額 

   18,577,202 千円（純資産総額）／24,733,559 千円（資産総額）＝75.1％ 

 

《社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）》 

 社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充当負債の割合）

をみることにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握する指標です。 

 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）＝（地方債残高＋未払金）／（公共資産＋

投資等） 

   2,419,414 千円（地方債残高）／｛21,455,775 千円（公共資産）＋1,706,766 千円（投資等）｝ 

                                        ＝10.4％ 
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【一般会計バランスシートの特徴点・変更点】 

（１） 総務省が示すバランスシートの様式は、昭和４４年以降の決算統計データを使用するため、そ

れ以前に整備された有形固定資産が計上されません。これは総務省方式、総務省方式改訂モデ

ルにおいて変わりません。 

（２） 従来の総務省方式は、県や他団体に対する補助金、負担金を計上していませんでしたが、改訂

モデルでは注記として、貸借対照表下段に記載されます。また、将来負担の情報も注記として

貸借対照表下段に記載され、地方公共団体財政健全化法の数値が採用されます。 

（３） 取得原価主義を採っているため、現状価格とは離れている面があり、総務省は資産評価を通じ

てその精緻化に努めることを要請しています。 

（４） 総務省方式と総務省方式改訂モデルにおいて、公共資産の耐用年数に異動があり、そのことが 

公有資産額を大きく変えることとなりました（例：道路 15 年→48 年）。 

（５） 退職手当組合積立金については、改訂モデルにおいて地方公共団体財政健全化法に基づく算定 

に変更となり、負担と給付差額がマイナスとなる団体を除いて計算することとなり、総務省方

式より金額が増すこととなりました。 

（６） 最後に、町民一人当たりのバランスシートです｡(人口 10,026 人)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産・負債額 町民一人 比率

資産の部 １有形固定資産 21,455,775 2,140 86.7

　（１）生活インフラ・国土保全 8,975,994 895 36.3

　（２）教育 7,225,750 721 29.2

　（３）福祉 1,803,954 180 7.3

　（４）環境衛生 29,023 3 0.1

　（５）産業振興 2,148,963 214 9.8

　（６）消防 79,516 8 0.3

　（７）総務 1,192,575 119 4.8

２投資等 2,075,686 207 8.4

　（１）投資及び出資金 1,412,749 141 5.7

　（２）貸付金 55,746 6 0.2

　（３）基金等 589,585 59 2.4

　（４）長期延滞債権 66,850 7 0.3

  （５）回収不能見込額 △ 49,244 △ 5 △ 0.2

３流動資産 1,202,098 120 4.9

　（１）現金預金 1,195,125 119 4.8

　　①財政調整基金 802,699 80 3.2

　　②減債基金 161,111 16 0.7

　　③歳計現金 231,315 23 0.9

　（２）未収金 20,946 2 0.1

　（３）回収不能見込額 △ 13,973 △ 1 △ 0.1

資産合計 24,733,559 2,467 100.0

負債の部 １固定負債 5,583,271 557 22.6

　（１）地方債 4,378,190 437 17.7

　（２）長期未払金 20,876 2 0.1

　（３）退職手当引当金 1,184,205 118 4.8

２流動負債 573,086 57 2.3

　（１）翌年度償還予定地方債 497,907 50 2.0

　（２）未払金 17,346 2 0.1

　（３）賞与引当金 57,833 6 0.2

負債合計 6,156,357 614 24.9

純資産の部 １国県補助金等 4,738,038 473 19.2

２公共資産等整備一般財源等 15,497,342 1,546 62.7

３その他一般財源等 △ 1,708,105 △ 170 △ 6.9

４資産評価差額 49,927 5 0.2

純資産合計 18,577,202 1,853 75.1

負債・純資産合計 24,733,559 2,467 100.0

（単位：千円、％）
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３．行政コスト計算書について 

 行政コスト計算書とは、行政サービスを提供するのに伴って発生した一年間の費用（行政コス

ト）とそれに充てられる収入の状況を表したものです。 

 貸借対照表（バランスシート）では、資産の形成につながる費用が累積計上されているのに対

し、行政コスト計算書では、当該年度（単年度）中に資産の形成以外に使われた費用が計上され

ています。また、収入については、経常収益（使用料・手数料、分担金・負担金・寄付金）のみ

とすることで、受益者負担を意識したものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般会計の効率性に係る指標】 

《住民一人当たり行政コスト》 

 行政コスト計算書で算出される「純経常行政コスト」を人口で割り返し、住民一人当たり「純

経常行政コスト」とすることにより、地方公共団体の経常的な行政活動の効率性を測定する指標

です。 

 住民一人当たり行政コスト＝純経常行政コスト／住民基本台帳人口 

   5,116,532 千円（純経常行政コスト）／10,026 人（住民基本台帳人口）＝510 千円 

 

《性質別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、発生主義による性質別の行政コストが把握できます。 

行政コスト計算書と貸借対照表（バランスシート）の関係図

財務諸表

資産形成のための支出2,131,969千円

1,005,214千円

資産形成以外の支出3,781,170千円

貸借対照表（バランスシート）からの繰入等1,005,214千円の内容は以下の通りです。

　　繰入

　　　・退職手当引当金繰入等

　　　・賞与引当金繰入等

　　コストとして認識

　　　・資産の当年度目減り額（当年度減価償却額）

　　　・前年度からの回収不能見込額増減額＋不納欠損額

　　　　　　バランスシートからの繰入額
－ ＝

官庁会計

　　翌年度へ繰越

歳入（収入）

6,144,454千円
歳出（支出）

5,913,139千円

差引

231,315千円

バランスシート

歳計現金 231,315千円

行政コスト計算書

経常行政コスト 5,246,011千円

金額 構成比
人 件 費 1,065,948 20.3
物 件 費 1,852,877 35.3
移 転 支 出 2,237,924 42.7
業 務 関 連 費用 89,262 1.7

合　　　計 5,246,011 100.0

（単位：千円,％）

H23性質別行政コスト

人件費

20.3%

物件費

35.3%

移転支出

42.7%

業務関

連費用
1.7%

H23性質別行政コスト
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《住民一人当たり人件費・物件費等》 

 発生主義で計上した人件費・物件費等の額を住民一人当たり人件費・物件費等とすることによ

り、地方公共団体の経常的な行政活動に係る効率性を測定することができます。 

 住民一人当たり人件費・物件費等＝人件費・物件費等／住民基本台帳人口 

  ｛1,065,948 千円（人件費）＋1,852,877 千円（物件費等）｝／10,026 人（住民基本台帳人口） 

＝291 千円 

 

《目的別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、性質別行政コストのほか、目的別の行政コストが把握できます。 

 

 
 

《行政コスト対公共資産比率》 

 行政コストの公共資産に対する比率をみることで、どれだけの資産でどれだけの行政サービス

を提供しているか（資産が効率的に活用されているか）を分析することができます。 

 行政コスト対公共資産比率＝経常費用（経常行政コスト）／公共資産 

   5,246,011 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝／21,455,775 千円（公共資産）＝24.5％ 

 

【一般会計の弾力性に係る指標】 

《行政コスト対税収等比率》 

 税収等の一般財源等に対する純経常行政コストの比率をみることによって、当該年度の税収等

のうち、どれだけ資産形成の伴わない純経常行政コストに費消されたのかが分かります。この比

率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いと言え、更に 100％を上回ると、過去から蓄積し

た資産が取り崩されたことを表します。 

 行政コスト対税収等比率＝純経常行政コスト／税収等 

   5,116,532 千円（純経常行政コスト）／税収等［一般財源｛742,345 千円（地方税）＋2,991,982

千円（地方交付税）＋616,033 千円（その他行政コスト充当財源）｝＋655,728 千円（補助金等

受入）＋859,944 千円（減価償却による財源増）＋222,000 千円（臨時財政対策債）］＝84.0％ 

 

【一般会計の自律性に係る指標】 

《受益者負担の割合》 

 行政コスト計算書の「経常収益」は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金

金額 構成比
生活インフラ・ 国土保全 586,637 11.4
教 育 779,564 15.1
福 祉 1,311,602 25.4
環 境 衛 生 939,394 18.2
産 業 振 興 619,583 12.0
消 防 231,205 4.5
総 務 604,556 11.7
議 会 91,265 1.8

合　　　計 5,163,806 100.0

（単位：千円,％）

H23目的別行政コスト
生活インフ

ラ・国土保

全

11.4%
教育

15.1%

福祉

25.4%

環境衛生

18.2%

産業振興

12.0%

消防

4.5%

総務

11.7%

議会

1.8%
H23目的別行政コスト
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額であるため、これを「経常費用（経常行政コスト）」と比較することにより、行政サービスの提 

供に対する受益者負担の割合を算出することができます。 

 受益者負担の割合＝経常収益／経常費用（経常行政コスト） 

   129,479 千円（経常収益）／5,246,011 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝＝2.5％ 

 

４．連結財務諸表の作成について 

 「１．新地方公会計制度について」において述べた通り、当町では、平成２１年度に普通会計に係

る財務諸表の整備・公表を行い、平成２２年度においては、普通会計に加え、特別会計、一部事務組

合等の関係団体、そして出資している第三セクター等とも連結した上で、財務諸表の整備・公表を行

いました。平成２４年度においても財務諸表の整備・公表を行い、「地方公共団体における行政改革の

更なる推進のための指針」による新地方公会計整備の要請に応えて行くものです。 

そのことにより、地方公共団体と連携協力して行政サービスを実施している関係団体や法人を一つ

の行政サービス実施主体とみなした財務状況が明らかとなります。 

連結対象団体等については以下の通りです。 

 

 

５．連結貸借対照表（バランスシート）について 

  

【連結会計バランスシートから】 

平成２３年度末現在のバランスシートでは、資産合計が 389 億 4,135 万円、負債合計 129 億 4,863

万円、純資産合計 259 億 9,272 万円となっています。 

有形固定資産のうち行政目的別の割合をみると、土木費である生活インフラ・国土保全費が 40.9%、

教育費が 21.4%、農林水産業費・商工費・労働費である産業振興費 6.4%、民生費である福祉費 5.3%

となっています。 

つまり学校施設、道路、公園、下水道施設等で 7 割を占めています。 
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※出資団体については、50％以上の出資割合であることから、全部連結を、一部事務組合等は負担割合によって連結しています。
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【連結会計の資産形成度に係る指標】 

《歳入額対資本比率》 

 平成２３年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストッ

クとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、最上町に係る連結団体の資産形成度合いを測

る指標です。 

 歳入額対資産比率＝資産合計／歳入総額 

    33,796,145 千円（資産合計）／12,345,376 千円（歳入総額）＝2.7 年 

 

【連結会計の世代間公平性に係る指標】 

《純資産比率》 

 最上町及び一部事務組合等は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行います。

したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動されたことを意味します。

例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとっても利用可能であった資源を費消して便益を享受

する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの

負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したものと言えます。 

 純資産比率＝純資産総額／資産総額 

   25,992,719 千円（純資産総額）／38,941,350 千円（資産総額）＝66.7％ 

 

《社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）》 

 社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充当負債の割合）

をみることにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握する指標です。 

 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）＝（地方債残高＋未払金）／（公共資産＋

投資等） 

  8,469,236 千円（地方債残高）／｛33,796,145 千円（公共資産）＋2,526,010 千円（投資等）｝ 

                                        ＝23.3％ 

 

 

（単位：千円、％）

有形固定資産等内訳 資産額 割合

生活インフラ・国土保全 13,821,186 40.9

教育 7,236,504 21.4

福祉 1,803,954 5.3

環境衛生 6,982,553 20.7

産業振興 2,177,187 6.4

消防 191,881 0.6

総務 1,582,880 4.7

計 33,796,145 100.0
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連結会計における、町民一人当たりのバランスシートです｡(人口 10,026 人)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．連結行政コスト計算書について 

  

【連結会計の効率性に係る指標】 

《住民一人当たり行政コスト》 

 行政コスト計算書で算出される「純経常行政コスト」を人口で割り返し、住民一人当たり「純

経常行政コスト」とすることにより、地方公共団体の経常的な行政活動の効率性を測定する指標

です。 

 住民一人当たり行政コスト＝純経常行政コスト／住民基本台帳人口 

   7,103,400 千円（純経常行政コスト）／10,026 人（住民基本台帳人口）＝708 千円 

資産・負債額 町民一人 比率

資産の部 １有形固定資産等 33,796,146 3,371 86.8

　（１）生活インフラ・国土保全 13,821,186 1,379 35.5

　（２）教育 7,236,504 722 18.6

　（３）福祉 1,803,954 180 4.6

　（４）環境衛生 6,982,553 696 17.9

　（５）産業振興 2,177,187 217 9.8

　（６）消防 191,881 19 0.5

　（７）総務 1,582,881 158 4.1

２投資等 2,526,010 252 6.5

　（１）投資及び出資金 1,393,701 139 3.6

　（２）貸付金 55,746 6 0.1

　（３）基金等 998,068 100 2.6

　（４）長期延滞債権 148,804 15 0.4

  （５）回収不能見込額 △ 71,914 △ 7 △ 0.2

  （６）その他 1,605 0 0.0

３流動資産 2,619,194 261 6.7

　（１）現金預金 2,426,936 242 6.2

　（２）未収金 205,997 21 0.5

　（３）回収不能見込額 △ 19,437 △ 2 0.0

　（４）その他 5,698 1 0.0

資産合計 38,941,350 3,884 100.0

負債の部 １固定負債 11,876,836 1,185 30.5

　（１）地方債 10,023,909 1,000 25.7

　（２）長期未払金 20,876 2 0.1

　（３）退職手当引当金 1,832,051 183 4.7

２流動負債 1,071,795 107 2.8

　（１）翌年度償還予定地方債 902,010 90 2.3

　（２）未払金 72,592 7 0.2

　（３）賞与引当金 95,388 10 0.2

　（４）その他 1,805 0 0.0

負債合計 12,948,631 1,292 33.3

純資産の部 １国県補助金等 7,729,524 771 19.8

２公共資産等整備一般財源等 18,639,926 1,859 47.9

３その他一般財源等 △ 429,926 △ 43 △ 1.1

４資産評価差額 53,195 5 0.1

純資産合計 25,992,719 2,593 66.7

負債・純資産合計 38,941,350 3,884 100.0

（単位：千円、％）
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《性質別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、発生主義による性質別の行政コストが把握できます。 

 

 

《住民一人当たり人件費・物件費等》 

 発生主義で計上した人件費・物件費等の額を住民一人当たり人件費・物件費等とすることによ

り、地方公共団体の経常的な行政活動に係る効率性を測定することができます。 

 住民一人当たり人件費・物件費等＝人件費・物件費等／住民基本台帳人口 

  ｛1,949,520 千円（人件費）＋3,262,040 千円（物件費等）｝／10,026 人（住民基本台帳人口） 

＝520 千円 

 

《目的別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、性質別行政コストのほか、目的別の行政コストが把握できます。 

 

 

《行政コスト対公共資産比率》 

 行政コストの公共資産に対する比率をみることで、どれだけの資産でどれだけの行政サービス

を提供しているか（資産が効率的に活用されているか）を分析することができます。 

 行政コスト対公共資産比率＝経常費用（経常行政コスト）／公共資産 

   10,462,732 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝／33,796,145 千円（公共資産）＝31.0％ 

 

金額 構成比
人 件 費 1,949,520 18.6
物 件 費 3,262,040 31.2
移 転 支 出 4,947,645 47.3
業 務 関 連 費用 303,528 2.9

合　　　計 10,462,733 100.0

H23性質別行政コスト

（単位：千円,％）

人件費

18.6%

物件費

31.2%

移転支出

47.3%

業務関

連費用
2.9%

H23性質別行政コスト

金額 構成比
生活インフラ・ 国土保全 769,963 7.5
教 育 784,221 7.7
福 祉 4,434,857 43.5
環 境 衛 生 2,345,672 23.0
産 業 振 興 672,305 6.6
消 防 408,533 4.0
総 務 691,486 6.8
議 会 91,397 0.9

合　　　計 10,198,434 100.0

H23目的別行政コスト

（単位：千円,％） 生活インフ

ラ・国土保

全

7.5%
教育

7.7%

福祉

43.5%
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23.0%

産業

振興
6.6%

消防

4.0%

総務

6.8%
議会

0.9%
H23目的別行政コスト
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【連結会計の自律性に係る指標】 

《受益者負担の割合》 

 行政コスト計算書の「経常収益」は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金

額であるため、これを「経常費用（経常行政コスト）」と比較することにより、行政サービスの提

供に対する受益者負担の割合を算出することができます。 

 受益者負担の割合＝経常収益／経常費用（経常行政コスト） 

   3,359,333 千円（経常収益）／10,462,732 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝＝32.1％ 

 

 

７．【参考】 地方公共団体（一般会計+特別会計）貸借対照表（バランスシート）について 

  

【地方公共団体バランスシートから】 

平成２３年度末現在のバランスシートでは、資産合計が 369 億 853 万円、負債合計 124 億 8,859 万

円、純資産合計 244 億 1,994 万円となっています。 

有形固定資産のうち行政目的別の割合をみると、土木費である生活インフラ・国土保全費が 43.0%、

教育費が 22.5%、農林水産業費・商工費・労働費である産業振興費 6.8%、民生費である福祉費 5.6%

となっています。 

つまり学校施設、道路、公園、下水道施設等で 7 割を占めています。 

 

 

 

 

 

【地方公共団体の資産形成度に係る指標】 

《歳入額対資本比率》 

  歳入額対資産比率＝資産合計／歳入総額 

    32,105,197 千円（資産合計）／10,502,864 千円（歳入総額）＝3.0 年 

 

【地方公共団体の世代間公平性に係る指標】 

《純資産比率》 

 純資産比率＝純資産総額／資産総額 

   24,419,941 千円（純資産総額）／36,908,527 千円（資産総額）＝66.1％ 

 

（単位：千円、％）

有形固定資産等内訳 資産額 割合

生活インフラ・国土保全 13,821,186 43.0

教育 7,225,750 22.5

福祉 1,803,954 5.6

環境衛生 5,805,869 18.1

産業振興 2,175,839 6.8

消防 79,516 0.2

総務 1,193,083 3.7

計 32,105,197 100.0
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《社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）》 

 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）＝（地方債残高＋未払金）／（公共資産＋

投資等） 

  8,173,323 千円（地方債残高）／｛32,105,197 千円（公共資産）＋2,268,840 千円（投資等）｝ 

                                        ＝23.8％ 

連結会計における、町民一人当たりのバランスシートです｡(人口 10,026 人)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．地方公共団体行政コスト計算書について 

  

【地方公共団体の効率性に係る指標】 

《住民一人当たり行政コスト》 

  住民一人当たり行政コスト＝純経常行政コスト／住民基本台帳人口 

   6,153,291 千円（純経常行政コスト）／10,026 人（住民基本台帳人口）＝614 千円 

資産・負債額 町民一人 比率

資産の部 １有形固定資産 32,105,197 3,202 87.0

　（１）生活インフラ・国土保全 13,821,186 1,379 37.4

　（２）教育 7,225,750 721 19.6

　（３）福祉 1,803,954 180 4.9

　（４）環境衛生 5,805,869 579 15.7

　（５）産業振興 2,175,839 217 9.8

　（６）消防 79,516 8 0.2

　（７）総務 1,193,083 119 3.2

２投資等 2,268,840 226 6.1

　（１）投資及び出資金 1,412,749 141 3.8

　（２）貸付金 55,746 6 0.2

　（３）基金等 723,455 72 2.0

　（４）長期延滞債権 148,804 15 0.4

  （５）回収不能見込額 △ 71,914 △ 7 △ 0.2

３流動資産 2,534,490 253 6.9

　（１）現金預金 2,343,709 234 6.4

　　①財政調整基金 1,156,283 115 3.1

　　②減債基金 200,031 20 0.5

　　③歳計現金 987,395 98 2.7

　（２）未収金 210,218 21 0.6

　（３）回収不能見込額 △ 19,437 △ 2 △ 0.1

資産合計 36,908,527 3,681 100.0

負債の部 １固定負債 11,499,311 1,147 31.2

　（１）地方債 9,798,821 977 26.5

　（２）長期未払金 20,876 2 0.1

　（３）退職手当引当金 1,679,614 168 4.6

２流動負債 989,275 99 2.7

　（１）翌年度償還予定地方債 831,185 83 2.3

　（２）未払金 67,828 7 0.2

　（３）賞与引当金 88,457 9 0.2

　（４）その他 1,805 0 0.0

負債合計 12,488,586 1,246 33.8

純資産の部 １国県補助金等 7,437,000 742 20.1

２公共資産等整備一般財源等 17,407,834 1,736 47.2

３その他一般財源等 △ 474,820 △ 47 △ 1.3

４資産評価差額 49,927 5 0.1

純資産合計 24,419,941 2,436 66.2

負債・純資産合計 36,908,527 3,681 100.0

（単位：千円、％）
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《性質別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、発生主義による性質別の行政コストが把握できます。 

 
 

《住民一人当たり人件費・物件費等》 

  住民一人当たり人件費・物件費等＝人件費・物件費等／住民基本台帳人口 

  ｛1,658,388 千円（人件費）＋3,121,624 千円（物件費等）｝／10,026 人（住民基本台帳人口） 

＝477 千円 

《目的別行政コスト》 

 行政コスト計算書では、性質別行政コストのほか、目的別の行政コストが把握できます。 

 

《行政コスト対公共資産比率》 

  行政コスト対公共資産比率＝経常費用（経常行政コスト）／公共資産 

   8,722,508 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝／32,105,197 千円（公共資産）＝27.1％ 

 

【地方公共団体の自律性に係る指標】 

《受益者負担の割合》 

 受益者負担の割合＝経常収益／経常費用（経常行政コスト） 

   2,569,217 千円（経常収益）／8,722,508 千円｛経常費用（経常行政コスト）｝＝29.5％ 

 

金額 構成比
生活インフラ・ 国土保全 769,963 7.5
教 育 784,221 7.7
福 祉 4,434,857 43.5
環 境 衛 生 2,345,672 23.0
産 業 振 興 672,305 6.6
消 防 408,533 4.0
総 務 691,486 6.8
議 会 91,397 0.9

合　　　計 10,198,434 100.0

H23目的別行政コスト

（単位：千円,％） 生活インフ

ラ・国土保

全

7.5%
教育
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振興
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0.9%
H23目的別行政コスト

金額 構成比
人 件 費 1,658,388 19.0
物 件 費 3,121,624 35.8
移 転 支 出 3,661,508 42.0
業 務 関 連 費用 280,988 3.2

合　　　計 8,722,508 100.0

 

H23性質別行政コスト

（単位：千円,％）
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H23性質別行政コスト


